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〇杏林大学データサイエンス標準教育プログラム規程 

 

制定 令和 ４年 ２月２１日 

改正 令和 ５年 ３月２０日 

 

 （目的） 

第１条 本規程は、「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度」に基づ

き、杏林大学（以下「本学」という。）にデータサイエンス標準教育プログラム（以

下「教育プログラム」という。）を設置し、デジタル社会の「読み・書き・そろばん」

である数理・データサイエンス・ＡＩの基礎的素養を持つ人材を育成することを目的

とする。 

（委員会） 

第２条 本学にデータサイエンス教育委員会（以下「委員会」という。）を置く。委員会

は前条の目的を 達成するため、次の各号に掲げる役割を担う。 

（１）教育プログラムの立案、実施に関する事項 

（２）教育プログラムの普及に関する事項 

（３）教育プログラムの年次自己点検・評価と改善に関する事項  

（４）教育プログラムの情報公開に関する事項 

（５）その他教育プログラムに関する重要事項 

２ 委員会は、以下の委員をもって組織する。 

（１）データサイエンス教育研究センター長 

（２）総合情報センター長 

（３）ＩＲ推進室長 

（４）各学部教務部長 

（５）医学部事務部課長、井の頭事務部教務課長 

（６）その他、委員長が必要と認めた者 

３ 委員会は、データサイエンス教育研究センター長を委員長とする。 

（対象の授業科目、単位数及び修了要件） 

第３条 教育プログラムの対象となる授業科目、単位数及び修了要件は、委員会が学部・

学科毎に別に定め、各学部教授会が承認する。 

（修了認定） 

第４条 教育プログラムに該当する授業科目の合否は各学部教授会が判定する。 

  ２ 各学部教授会の判定結果に基づき、委員会が教育プログラムの修了認定を行う。 

（修了証の交付） 

第５条 委員会は、教育プログラムを修了した学生のうち希望する者に対して、修了証  

 を交付する。 
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（改廃） 

第６条 この規程の改廃は、委員会の議を経て運営審議会で決定する。 

 

 

附 則 

この規程は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和 ５年 ４月 １日から施行する。 


